
第２部：企業を取り巻く環境変化 

１．「健康経営」という新たな流れ 
 
２．職場のメンタルヘルス環境の改善 
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「健康経営優良法人」2017認定発表会 

大規模法人部門（ホワイト５００）２３５法人 
中小規模法人部門９５法人 

平成２９年２月２１日 
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メンタルヘルス休職者比率と利益率の関係 

いずれの企業群も2007 年以降、リーマンショックによる景気後退の影響も

あって、売上高利益率が大きく減少していることがわかる。しかし、その減
少の度合いは、メンタルヘルス休職者比率が上昇した企業ほど大きい。 

メンタルヘルスの不調の影響はすぐには生じないが、数年かけて企業の
利益率を押し下げる影響を有している可能性が指摘できる。 

2004 年から2007 年にかけて、メンタルヘル
ス休職者比率が、「0%、0～0.5%、0.5～1.0%、
1.0～2.0%、2.0～3.0%、3.0%以上」の階級値

間で増加した企業をメンタルヘルス休職者比
率上昇企業と分類。 

（出典）「企業における従業員のメンタルヘルスの状況と企業業績－企業パネルデータを用いた検証－」
（独立行政法人経済産業研究所 黒田祥子（慶應義塾大学）、山本勲（早稲田大学）） 

（注） 
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広島から18社 
岡山から5社 

（注）2018年度の認定申請は11月頃を予定（健康保険の保険者経由）。 

健康経営優良法人（中小規模法人部門） 
                         認定318社   

【広島】 
有限会社大杉組 
株式会社オガワエコノス 
オタフクホールディングス株式会社 
株式会社キャステム 
三光産業株式会社 
ダックケーブル株式会社 
中国精螺株式会社 
株式会社千代田工務店 
デジタルソリューション株式会社 
東洋省力株式会社 
中島電業株式会社 
日神運輸株式会社 
株式会社ネクストビジョン 
株式会社フィッツ 
株式会社ポップジャパン 
三次貨物運送有限会社 
宗盛電気サービス株式会社 
有限会社ワタセモールド 
 

 
【岡山】 
旭テクノプラント株式会社 
内海産業株式会社 
ナガオ株式会社 
蜂谷工業株式会社 
ワイエム商事株式会社 
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メンタルヘルスの３つの予防 

一次予防 発生予防 教育・啓発活動 
職場環境の把握と改善 
 

二次予防 早期発見 
早期治療 

ストレス調査・健診 
相談体制整備 
職場巡視 
 

三次予防 疾病治療 
再発予防 

休職・職場復帰支援 
発症者フォローアップ 
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職場のメンタルヘルス（4つのケア） 

セルフケア 
 

・自分のストレスへの気づき 
・ストレスへの対処法の理解と実行 

ラインによるケア ・職場環境等の改善 
・労働者に対する相談対応 
 

事業所内産業保
健スタッフによる
ケア 
 

・セルフケア、ラインによるケアに対する支援 

・心の健康づくり計画に基づく具体的なメンタ
ル 
 ヘルスケア実施の企画立案 
・メンタルヘルスに関する個人情報の取り扱い 
・事業場外資源とのネットワークの形成と窓口 
 

事業所外資源に
よるケア 

・都道府県産業保健推進センター等 
 

（出典）「労働者の心の健康保持増進のための指針」から 21 
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障害者雇用の経験があると職場復帰しやすい 

23 
（資料）「精神障害者の雇用に係る企業側の課題とその解決方法に関する研究」（2016年3月：独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構障害者職業総合センター） 

メンタルヘルス不調により1か月以上継続して仕事を休んだ社員が職場に復帰しているかどうか、復帰した場合
に安定的に働き続けられているかどうかを2,000社のデータで分析した結果、障害者を雇用している事業所では
メンタル不調の休職者が職場復帰後に安定的に働けている割合が高いことが確認された。 



障害者雇用で職場のメンタルヘルス環境が改善 
（障害者雇用を進めた事業所の経験知） 

○職場が明るくなり、風通しが良くなる 

  ・元気な挨拶で職場のコミュニケーションも改善 

○仕事に対する真面目な姿勢に感銘 

  ・職場の同僚の働く姿勢も変わる 

○仕事の切り出しで業務の効率化も進む 

  ・役割分担で同僚の自己効力感も高まる 

○各人のできる部分に目が向く（ダイバーシティ） 

  ・見捨てない文化で職場復帰もしやすくなる 

 

職場のメンタルヘルス環境が改善 
24 



障害者雇用と健康経営のつながり 

障害者雇用の経験 

健康経営 
人材集まる・生産性向上⇒企業の成長 

職場のメンタルヘルス環境改善 
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障害者雇用を進
めることで、職場
のメンタルヘルス
環境が改善 

障害者雇用の状況は、
メンタルヘルス環境
の指標となる 

メンタルヘルス環
境の改善が企業
の成長に繋がる 



障害者雇用の進展度合を評価する指標 

毎年6月ハローワークに報告する障害者雇用の状況
により、職場のメンタルヘルス環境の評価が可能 
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雇用率の算定は企業単位で行われ、民間企業の約半数が水準
をクリア。 

 

障害者雇用の進展度合は、「障害者雇用率」（従業員総数に占
める障害者の割合）で評価可能。 

（注）障害者雇用促進法により、従業員の2.0%（平成30年度から2.2％）の割合の障害者 

  雇用が民間事業所に義務付けられている。 

（注）平成28年6月時点で法定雇用率達成企業の割合は 48.8％。  

従業員規模が50人以上の企業は、毎年6月1日時点の障害者
雇用状況をハローワークへ報告する義務がある。 


